
令和 2 年 6 月 12 日 
西蒲地域飲食店関係の皆様 

にしかん PROJECT（仮）実行委員会 
 

にしかん地域テイクアウト商品情報第 3 弾掲載について（お願い） 
 

初夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、5 月 10 日に第１弾（５３軒）、5 月 31 日に第２弾（２４軒）と多くの

皆様からご協力をいただき発行することができました。 

 この度、第３弾を総合版として発行することで準備を進めております。 

 つきましては、掲載に是非ともご協力いただきますようお願い致します。 

 

記 

 

・掲載内容     第１弾・第２弾及び新規先の掲載 

          ※新規先については、テイクアウト販売が必須になります。 

・発行日      第３弾 7 月 15 日（水） 

・用紙サイズ    Ｂ３サイズ裏表 

・発行枚数     ２３，０００枚 

・配布方法     西蒲区内に自治会を通じて全戸配布 18,600 世帯他 

・申込み締切    令和２年６月 2２日（月）必着 
・掲 載 料    無  料 

・申 込 み 先    別紙申込書記入の上、ＦＡＸ、メールまたは QR コードで  

          ＦＡＸ 025-333-0596 

          メール nisikanproject@gmail.com 

・注意事項     第 1 弾、2 弾掲載店がテイクアウト終了した 

場合は、通常営業を掲載させていただきますが 

第３弾申込先については、紙面の関係上、テイクアウト 

商品情報が必須になりますことをご了承下さい。 

・写真について   今回は、写真 1 枚を掲載（１品のみ）（テイクアウト商品扱い店のみ掲載） 

上記 QR コードで申込の方は、写真を添付して下さい。  

FAX の方はメールにてお送り下さい。  

nisikanproject@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲載例です。変更になる場合もあります。 
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FAX 025-333-0596 （６月 22 日（月）必着）  
にしかんテイクアウト情報  第３弾（総合版）申込書  

〇店名                 TEL            

〇住所  西蒲区            定休日           

〇営業時間           （テイクアウト対応時間）         

・お店をお聞かせ下さい（該当する１箇所に必ず〇をつけて下さい）  

   ◎料亭、割烹、仕出し   ◎居酒屋   ◎食堂   ◎惣菜、小売店   

・第１弾、第２弾掲載先に質問です。  

 7/15 以降、テイクアウトの取扱いは？ あるの方は①へ  ・  ない方は②へ  
 今回の第３弾に掲載  する ・  しない （どちらかに〇を）  
 
①  第１弾、第２弾でテイクアウトの取扱いが  ある  と回答されたお店  

第３弾  新規先掲載店         次の所に記載して下さい。  
〇テイクアウト商品内容（記載注意点は５４文字以内で。金額も税込みで統一）  

                                    

                                    

                                    

〇テイクアウト注文期限           〇最低注文個数            

〇テイクアウト配達   する           ・        しない     

〇テイクアウト商品はいつまで販売していますか                   

②  通常営業について（内容は 36 文字以内で。おすすめプランや PR 文を記載）  

                                    

                                    

記載例・・宴会は料理 3 千円～です。旬の料理をお楽しみください。など自由に。  

〇人数について  最大    部屋で合計     名 対応可能    

〇店内について  カウンター   席    個室 あり ・ なし    
 
※今回は、写真 1 枚（１品）を掲載（テイクアウト商品扱い店のみ掲載）  

 写真は、料理、店などなんでも OK ですメール先 nisikanproject@gmail.com 


